
 

 

 
「川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方」 
を取りまとめました 

 
南部市場は老朽化等の課題があること、令和 7(2025)年度末で『卸売市場経営プラン』の計画期間、指

定管理者の指定期間が終了すること等から今後の運営方針について検討を進め、南部市場の位置付け、開
設者、本市としての関与、今後の施設のあり方、今後の事業の進め方等について整理した「川崎市地方卸売
市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方(案)」を作成し、広く皆様から御意見を募集するために
パブリックコメントを実施しました。 

この度、その結果を踏まえ、「川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方」を取
りまとめましたので公表いたします。今後、民間事業者へのサウンディング調査等により意見聴取を行うなど、令
和 7 年度に策定予定の次期『(仮称)卸売市場経営プラン』において施設の老朽化等の問題への対応を踏ま
えた今後の方向性を示すために必要な取組を進めてまいります。 

 
１ 意見の募集期間 

令和 6 年 11 月 28 日（木）から令和 7 年 1 月 10 日（金）まで 
    
２ 意見募集実施結果の概要  

意見提出数（意見総数） 48 通 （80 件） 

内 

訳 

電子メール（フォーム） 46 通 （74 件） 
FAX 2 通 （6 件） 
郵送 0 通 （0 件） 
持参 0 通 （0 件） 

 
３ 意見全体の概要 

 今回のパブリックコメント手続きでは、地域密着型食品流通の拠点として市民に親しまれる南部市場の推進に
向けたイベント、PR、施設の活用等に関する取組、開設者や公共関与のあり方、施設の老朽化等の問題に対
応できるよう再整備を求める意見や要望などが寄せられました。 
 

４ 添付資料 
 資料１「川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方（案）」に関するパブリック
コメントの実施結果について 
 資料２川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方【概要版】 
 
※意見募集の実施結果、川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方の本編及

び概要版については、川崎市ウェブサイトに掲載しています。
（https://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/280/0000170683.html） 
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「川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方（案）」 
に関するパブリックコメントの実施結果について 

 
１ 概要 

南部市場は老朽化等の課題があること、令和 7(2025)年度末で『卸売市場経営プラン』
の計画期間、指定管理者の指定期間が終了すること等から今後の運営方針について検討
を進めてきました。このたび、南部市場の位置付け、開設者、本市としての関与等につい
て、「川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方(案)」（以下「『基
本的な考え方』案」という。）として取りまとめ、広く皆様から御意見を募集しました。 

その結果、48 通（意見総数 80 件）の御意見をお寄せいただきましたので、その内容と
それに対する本市の考え方を次のとおり公表します。 

 
２ 意見募集の概要 

題名 「川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方
（案）」について 

意見の 
募集期間 

令和 6 年 11 月 28 日(木)から令和 7 年 1 月 10 日(金)まで 

意見の 
提出方法 

電子メール（専用フォーム）、ファクス、郵送、持参 

募集の 
周知方法 

・市ウェブサイト 
・情報プラザ（川崎市役所本庁舎２階） 
・各区役所・支所及び出張所の閲覧コーナー、各市民館、各図書館 
・中央卸売市場北部市場（川崎市宮前区水沢 1-1-1 管理事務所棟３階） 
・地方卸売市場南部市場（川崎市幸区南幸町 3-126-1 管理事務所棟３階） 

結果の 
公表方法 

・市ウェブサイト 
・情報プラザ（川崎市役所本庁舎２階） 
・各区役所・支所及び出張所の閲覧コーナー、各市民館、各図書館 
・中央卸売市場北部市場（川崎市宮前区水沢 1-1-1 管理事務所棟３階） 
・地方卸売市場南部市場（川崎市幸区南幸町 3-126-1 管理事務所棟３階） 

 
３ 結果の概要 

意見提出数（意見総数） 48 通 （80 件） 

内 
訳 

電子メール（フォーム） 46 通 （74 件） 
FAX 2 通 （6 件） 
郵送 0 通 （0 件） 
持参 0 通 （0 件） 
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資料１



４ 意見の内容と対応 
今回のパブリックコメント手続きでは、地域密着型食品流通の拠点として市民に親し

まれる南部市場の推進に向けたイベント、PR、施設の活用等に関する取組、開設者や公
共関与のあり方、施設の老朽化等の問題に対応できるよう再整備を求める意見や要望な
どが寄せられました。 

寄せられた意見が、案に沿ったもの、今後の取組を進めていく上で参考とさせていた
だくもの、案に対する質問・要望などであったことから、用字・用語の整備を行った上
で、『川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方』を取りまとめ
ました。 

 
(1) 意見に対する対応区分 

Ａ：意見を踏まえ、案に反映したもの 
Ｂ：意見の趣旨が案に沿ったものであり、意見の趣旨を踏まえ、取組を推進するもの 
Ｃ：今後の取組を進めていく上で参考とするもの 
Ｄ：案に対する質問・要望の意見であり、案の内容を説明・確認するもの 
Ｅ：その他 

 
(2) 意見の件数と対応区分 

項 目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計 
(1)  『基本的な考え方』全般に関すること  6    6 
(2)  市場の運営、機能・規模・設備に関すること  10 16   26 
(3)  市場の位置付け、開設者、公共関与に関すること  12    12 
(4)  食文化の発信や地域貢献に関すること  19 5 5  29 
(5)  都市計画・交通環境に関すること    2  2 
(6) その他     5 5 

合 計 0 47 21 7 5 80 
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５ 具体的な意見の内容と市の考え方 
(1) 『基本的な考え方』全般に関すること（6 件） 

No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 
1 本資料の内容について賛成する。一般

の方が使いやすく、業者の方も仕事が
しやすい新しい市場になることを期待
する。 
（同趣旨他 1 件） 

『基本的な考え方』案に基づき、令和 7 年
度に策定予定の次期『(仮称)川崎市卸売市
場経営プラン』において、施設の老朽化等
の問題への対応を踏まえた今後の施設のあ
り方に関して方向性を示すため、サウンデ
ィング調査等による民間事業者等の意見聴
取を行い、検討を深めるとともに、指定管
理者、場内事業者をはじめとする関係者と
連携・協力しながら、着実な事業推進を目
指して検討を進めてまいります。 

B 

2 数か月前から家庭用食材の調達のため
水産棟に足を運んでいる。本資料につ
いて建替え等に賛成である。 

B 

3 明らかに前に攻めている姿勢がとても
良い。今の時代「現状維持」は「退
歩」だと考える。色々アクションを起
こすことはとても良い。当社としても
動き続けて是非とも歩を止めることな
く努力したい。川崎市・指定管理者に
は日頃より感謝している。 

B 

4 地域の状況、物流の状況及び環境面等
を考慮することが必要と考える。 

南部市場は、本市の中心市街地に位置して
おり、市内だけでなく都内や横浜市といっ
た市外とのアクセスも優れるとともに、周
辺は住宅地や商業施設をはじめとした様々
な機能が集積しております。また、国道 1
号や県道川崎町田線（尻手黒川道路）が至
近を通るほか、首都高速道路のインターチ
ェンジからも近く、物流面においても優れ
た立地環境にあります。こうした立地特性
を踏まえ、周辺環境等に配慮しながら、南
部市場のビジョンである「地域密着型食品
流通の拠点」として今後も運営していける
よう、引き続き、指定管理者、場内事業者
をはじめとする関係者と連携・協力しなが
ら、検討を進めてまいります。 

B 

5 再整備に関しては地域や首都圏の食の
供給面で大変重要だと思う。 

南部市場は、本市の中心市街地に位置して
おり、市内だけでなく都内や横浜市といっ
た市外とのアクセスも優れるため、市外へ
の供給拠点としての役割も有しています。
市民に安定的に供給するためには、産地か

B 
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ら選ばれる卸売市場となり安定的に荷を集
められることが重要であるため、販売先の
確保とともに、施設の老朽化等の問題への
対応も重要と考えております。令和 7 年度
に策定予定の次期『(仮称)川崎市卸売市場
経営プラン』において、施設の老朽化等の
問題への対応を踏まえた今後の施設のあり
方に関して方向性を示すため、『基本的な
考え方』案に基づき、場内事業者をはじめ
とする関係者と連携・協力しながら、着実
な事業推進を目指して検討を進めてまいり
ます。 

 
(2) 市場の運営、機能・規模・設備に関すること（26 件） 

No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 
1 都内、川崎市、横浜市からのアクセス

という点で立地が良く、「いちばい
ち」、「夕祭」、年末などの一般の来場
者の多さに驚いている。しかし、店舗
数や商品の種類、量については、例え
ば、普段は青果を販売していなかった
り、精肉店、食堂の店舗数が少なかっ
たりということがあり、バリエーショ
ンが豊富かというと、足りていないと
感じる。 
（同趣旨他 1 件） 

南部市場では、青果部及び花き部において
一般消費者向けに店舗販売を行う仲卸業者
が不在の状況ですが、「食鮮まつり」、「い
ちばいち」、「夕祭」等のイベントの際に
は、一般消費者への販売を実施しておりま
す。店舗構成については、持続的な運営に
より生鮮食料品等を安定的に供給するとい
う卸売市場の社会的使命を果たすため、新
規出店の際には、経営計画等を確認した上
で業務許可の審査を行っております。「地
域密着型食品流通の拠点」として、今後も
より市民等に親しまれる卸売市場として運
営を続けていくため、一般消費者等のニー
ズの把握に努めるほか、気軽に御利用いた
だける場所となるような施設運営、取組等
について、引き続き、検討を進めてまいり
ます。 

C 

2 業者、一般消費者の垣根がなく利用で
きるため以前は頻繁に利用していた
が、最近は鮮度と取扱品目の縮小から
あまり利用していない。これまで出店
していた事業者が高齢化などで事業終
了し、新規参入した事業者は大手チェ
ーン店などで市場らしさがあまりな
い。個人経営者が店を構えやすくする
ことで独自性が生まれ、在庫の回転率
も上がり、鮮度の良い商品を置きやす
くなるのではないか。 

C 

3 一部、南部市場にある必要があるのか C 

4



が疑問の店舗があるため店舗の見直し
が必要ではないか。水産物部について
は、加工食品のみで鮮魚と全く関係な
いものしか売っていない店舗があり、
水産棟のコンセプトがはっきりしてい
ないように感じる。水産棟のコンセプ
トに合わせて一部店舗の見直しを行う
か、鮮魚以外のお店は各店舗の特徴を
際立たせると来客者にとって魅力的に
なると感じる。青果部については、
「いちばいち」や「食鮮まつり」では
活気があるがそれ以外の時が寂しいと
感じる。農産物の生産者に朝市等で出
店してもらえると活気が出るのではな
いか。関連事業者については、市場に
ある意味がいまいち良く分からない店
舗がある一方で、給食で出る食材を扱
っている等、店舗によってはコンセプ
トがはっきりしているので興味のある
方は買いに行くのではないか。 

4 川崎市には北部市場と南部市場がある
が、それぞれの役割があると思う。川
崎市を支える両輪として、2 つの市場
がそれぞれの役割を果たせるよう機能
更新が必要であると考える。特に南部
市場は、老朽化が著しいが、今後も地
域に密着するとともに、災害時の物流
拠点や市民の安全・安心な生活基盤の
インフラとしての機能を担えるように
建物の建替えを早急に望む。 
（同趣旨他 1 件） 

南部市場は、災害時を含めて市民等へ生鮮
食料品等を安定的に供給する拠点として重
要でありますが、施設の老朽化や災害時の
支援物資拠点等としての機能発揮に関する
問題を抱えており、既存施設への対応が必
要であると認識しております。令和 7 年度
に策定予定の次期『(仮称)川崎市卸売市場
経営プラン』において、これらの問題への
対応についての方向性を示すため、『基本
的な考え方』案に基づき検討を進めてまい
ります。 

B 

5 南部市場は、安定的な食料確保の点か
らも機能更新、強化をしていくことが
望ましいと考える。 

B 

6 南部市場は老朽化が激しいが、設備更
新をすることにより、効率化、衛生
化、安全化が図れ、もっとポテンシャ
ルを発揮できるのではないか。 

B 
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7 中学校給食を始めた川崎市だからこ
そ、学校給食に安全で衛生的な物資を
届けるなどの機能をあえて強化した市
場にすることなどに取り組んでほし
い。 

『基本的な考え方』案「第 4 章 2(1)ア 市
民等への生鮮食料品等の供給に関する状
況」に記載のとおり、南部市場から市内の
小学校及び中学校給食向けに食材が供給さ
れており、重要な役割を担っております。
学校給食をはじめとして、市民等へ安全で
衛生的な食材を供給することは卸売市場と
しての使命であると認識しております。令
和 7 年度に策定予定の次期『(仮称)川崎市
卸売市場経営プラン』において、今後の施
設のあり方に関して方向性を示すため、
『基本的な考え方』案に基づき、引き続
き、検討を進めてまいります。 

B 

8 一般消費者の集客には食堂の充実が不
可欠である。市場直結で新鮮材料を使
用した食堂の拡充をお願いしたい。営
業時間も延長してほしい。 
（同趣旨他 1 件） 

南部市場が「地域密着型食品流通の拠点」
として市民等の食生活を支えるとともに、
親しまれる卸売市場としての運営を続けて
いく上では、店舗販売だけでなく、卸売市
場ならではの食事を楽しめるという点も重
要であると認識しております。令和 7 年度
に策定予定の次期『(仮称)川崎市卸売市場
経営プラン』において、施設の老朽化等の
問題への対応を踏まえた今後の施設のあり
方に関して方向性を示すため、今後、敷地
内の施設の機能・規模等について、食堂も
含めて検討を進めてまいります。 

C 

9 食堂については、チェーン店などは不
要である。 

C 

10 南部市場の強みである新鮮な食材や卸
売機能と連携し、サウナ後の「サウナ
めし」や魚介料理などを売りにした飲
食店街の拡充についても検討いただき
たい。 

C 

11 「食鮮まつり」、「歳末いちばいち」な
ど、毎年楽しんで買い物をしている。
年々、買い物客が増えているように感
じる。順番待ち等のトラブルを目にし
たことがありスタッフの人数が少ない
のではないかと感じる。場内で安全に
過ごせることを望む。 

「食鮮まつり」をはじめとしたイベントの
開催時など、大変多くの方に御来場いただ
いております。南部市場が市民等の食生活
を支えるとともに、親しまれる卸売市場と
して運営を続けていく上で、御来場いただ
いた方が安心して快適に過ごしていただけ
ることが重要と認識しておりますので、引
き続き、指定管理者や場内事業者と連携・
協力しながら、平時も含めた安全確保に関
する取組を進めてまいります。 

C 
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12 駐車場の動線について、駐車場が施設
を取り囲んでいるため、小さい子供と
の移動にハラハラすることがある。 

既存施設においては歩行者と車両の動線が
交錯しており、安全面で問題を抱えている
と認識しておりますので、指定管理者等と
連携し、引き続き、警備員の配置等による
安全確保に努めてまいります。また、今
後、施設のあり方を検討する際には、来場
者の安全確保と事業者の作業効率向上を両
立できるように取組を検討してまいりま
す。 

C 

13 施設の表示方法について、一般の来場
者が利用可能な施設がどこであるかが
分かりにくい。 

御来場いただいた方が南部市場で快適にお
過ごしいただけるよう指定管理者と連携・
協力し、敷地内における案内表示のほか、
ウェブサイトをはじめとする PR により、
一般来場者が利用可能な施設が分かりやす
くお伝えできるように努めてまいります。 

C 

14 仲卸業者の拠点としての機能の明確化
を図った方が良い。 

仲卸業者は、各事業者の経営計画等に応じ
て、卸売業者等から仕入れを行い、小売
店、飲食店、一般消費者等に向けて販売を
行っております。卸売市場が生鮮食料品等
を安定的に供給する拠点としての社会的使
命を担っていること、また、仲卸業者は最
終消費者に近い位置付けであることから、
「地域密着型食品流通の拠点」という南部
市場のビジョンを推進するために重要な役
割を担っていると認識しております。今後
も、各事業者が各々の経営計画等を円滑に
推進できるよう、各事業者の現状や経営計
画等の情報把握や必要に応じた経営支援に
努め、仲卸業者全体の機能の底上げや活性
化に向けた取組を検討してまいります。 

C 

15 是非今後も利用していきたい。幸区に
帰ってきて 3 年になるが、土曜日の買
い物を楽しみにしている。花を買える
機会が少なくなったのがとても残念で
ある。 

「食鮮まつり」をはじめとしたイベント時
には、一般消費者向けにも花きの販売を行
っておりますが、今後も「地域密着型食品
流通の拠点」として、より市民等に親しま
れる卸売市場として運営を続けていくた
め、引き続き、指定管理者等と連携し、一
般消費者が気軽に御利用いただける場所と
なるような取組を検討してまいります。 

C 
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16 今の施設はとても古く、市民からする
と入りづらい雰囲気もある。施設設備
によりリニューアルすることでコール
ドチェーンなどの流通面・衛生面が改
善されることも必要だが、誰でも入り
やすい雰囲気の市場になると良いと考
える。特色のある設備や川崎市ならで
はの商品を取り扱うことで、メディア
などにも大きく取り上げられるように
なれば、今以上に賑わって楽しい市場
になると考える。 

一般消費者等のニーズに応えるため、コー
ルドチェーンに代表される品質管理の向上
や、食の安全・安心の確保に向けて、施設
等のハード面の対応が必要であると認識し
ております。令和 7 年度に策定予定の次期
『(仮称)川崎市卸売市場経営プラン』にお
いて、今後の施設のあり方に関する方向性
を示すため、『基本的な考え方』案に基づ
き検討を進めてまいります。また、今後も
より市民等に親しまれる卸売市場として運
営を続けていくためには、ハード面の取組
に加え、各店舗の販売における創意工夫
や、イベント、PR の充実といったソフト
面の取組も重要であると考えております。
指定管理者、場内事業者等と連携し、気軽
に御利用いただける場所となるような取組
について、引き続き、検討してまいりま
す。 

B 

17 イベントの際に訪れると、こんなにた
くさんの人が南部市場のことを知って
いるのかと驚く。現状の施設では、キ
ャパシティが不足している。老朽化し
た施設を整備し、複層化して効率的に
使用すれば、安全で利用しやすい市場
になるのではないか。 

南部市場では、早朝の繁忙時間帯等におけ
る荷捌き及び大型車の駐車・待機に関する
スペースが不足しているほか、敷地内の利
用可能な施設はほぼ全て利用されており、
事業拡大を計画する場内事業者の要望に応
えられていない状況です。令和 7 年度に策
定予定の次期『(仮称)川崎市卸売市場経営
プラン』において、今後の施設のあり方に
関する方向性を示すため、『基本的な考え
方』案に基づき適切な施設規模や、場内の
安全に配慮した施設配置等について、引き
続き、検討を進めてまいります。 

B 

18 施設の老朽化の改善、場内事業者の冷
蔵・冷凍庫の確保、荷捌き場、駐車場
なども必要かと考える。 
 

施設の老朽化等をはじめとした南部市場が
抱える問題を踏まえ、令和 7 年度に策定予
定の次期『(仮称)川崎市卸売市場経営プラ
ン』において、施設のあり方に関する方向
性を示すため、『基本的な考え方』案に基
づき、卸売市場として必要な機能やその適
切な規模等について、引き続き、検討を進
めてまいります。 

B 

19 買ったものを運ぶのに自家用車が必須
のため、今後の活用、開発の計画の際
には、駐車場確保をセットで検討して
いただきたい。 

B 
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20 飲食店を初めて開店したい市民へのス
ペース提供を期待している。立地の良
いこの場所で盛り上げて欲しい。その
ような施設になって欲しい。 

地域経済の活性化を図るため、創業支援を
はじめとした経営支援は重要であると認識
しております。国や本市が実施する適切な
支援策の紹介、経営支援を行う関係機関へ
の仲介等を積極的に行うとともに、「地域
密着型食品流通の拠点」というビジョンの
実現のためにも、市民等が新規出店しやす
い環境作りについて、検討を進めてまいり
ます。  

C 

21 南部市場の施設を再整備する際には、
国内外から広く集客できる魅力溢れた
場外市場施設を併設した複合施設にす
ることで、敷地の高度利用と賑わい創
出を実現し、南部市場の活性化、市の
収入確保、イメージの向上までを含
め、同時に達成していただきたい。 

南部市場の交通環境の良さや、周辺に様々
な施設が集積している中心市街地にあると
いう立地特性は強みであり、市内、市外、
さらには海外からのインバウンドも含め
て、集客拠点としての高いポテンシャルを
有していると考えております。また、『基
本的な考え方』案「第 4 章 4(1)既存施設
の現状を踏まえた今後の方向性に関する視
点」に記載のとおり、長期的な運営を継続
するのであれば、本市の費用負担の平準化
等、自立的な市場運営が可能な構造への転
換に向けた検証が必要であると考えており
ます。建替えによって老朽化をはじめとし
た南部市場が抱える問題を解決するととも
に、改修・修繕等の費用削減と収入増加を
両立させるといった可能性があると考えて
おります。今後も南部市場の強みを活かし
ながら地域や市民等に貢献していけるよう
に取組を進めてまいります。これらを踏ま
えて、令和 7 年度に策定予定の次期『(仮
称)川崎市卸売市場経営プラン』におい
て、施設の老朽化等の問題への対応を踏ま
えた今後の施設のあり方に関して方向性を
示すため、『基本的な考え方』案に基づき
サウンディング調査や民間事業者への意見
聴取を行う等、検討を進めてまいります。 

B 

22 設備を新しくする上で初期費用の負担
が大きくなる。多種多様な設備につい
て、初期投資を抑えた導入が可能にな

設備更新を行う際には、全体のコスト削減
により財政負担を抑えるとともに、適切な
効果を発揮できるようにすることが重要と

C 
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り、ランニングコスト削減につながる
サービスもあるのでそういったことも
念頭に置いて検討いただくと良いので
はないか。 

考えておりますので、情報収集や民間事業
者等と意見交換等を行いながら検討を進め
てまいります。 

23 概要版の「第 3 章 南部市場の今後の
方向性の検討に向けた整理 2 南部市場
が抱える問題 (6)災害時の支援物資拠
点としての機能発揮」において、「大
型車向けの動線や、荷捌きに必要なフ
ォークリフト等の資機材の確保がしや
すい一方、非常用電源設備等の設備が
なく、電気等のインフラが長時間途絶
えた中での支援物資の保管・荷捌きに
係る業務と、早期復興に必要な食品流
通業務の併存が困難」という記載があ
る。本資料に賛成の立場から、災害時
の拠点としての機能を強化すると同時
に、省エネ・脱炭素・レジリエンスの
観点を取り入れることが可能と考え
る。太陽光発電や蓄電池、燃料電池等
のシステムを設置し、エネルギーの自
給自足を図ることで、平時におけるデ
ィマンドレスポンス(DR)や災害時に
おけるエネルギー供給の確保を進める
と同時に、市場内のモビリティを電動
化し、CO2 排出量の削減を図ることを
提案したい。 

『基本的な考え方』案「第 4 章 3(6)災害
時の支援物資拠点としての機能発揮への対
応」に記載のとおり、既存施設の大規模改
修や新規施設の整備に合わせて、災害時に
おいては、支援物資拠点機能を確保しなが
ら、卸売市場としての生鮮食料品等の供給
機能が併存できるような仕組みや施設構造
等についての検討が必要であると考えてお
ります。また、『川崎市地球温暖化対策推
進基本計画』において、公共施設における
温室効果ガスの削減目標が定められている
ことなどから、脱炭素等の環境に配慮した
取組も重要と考えておりますので、情報収
集や民間事業者等と意見交換等を行いなが
ら検討を進めてまいります。 

C 
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(3) 市場の位置付け、開設者、公共関与に関すること（12 件） 
No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 
1 川崎市には北部市場、南部市場の 2 市

場があるが、市民の食を支え、災害時
の拠点ともなるべきであり、万が一、
片方の市場が使用不能になっても、も
う一方が補完できるような体制が望ま
しいと考える。 
（同趣旨他 1 件） 

『基本的な考え方』案「第 4 章 2(1)本市
における卸売市場の体制」に記載のとお
り、近年、気候変動や紛争等により、生鮮
食料品等の確保が課題となる中、卸売市場
が持つ安定的な生鮮食料品等の供給機能や
役割は、今後、ますます重要になると認識
しております。北部市場だけでなく、南部
市場も本市の重要な拠点であり、引き続
き、両市場がそれぞれの役割を果たし、本
市の発展に貢献できるよう積極的に活用す
ることが重要であると考えております。令
和 7 年度に策定予定の次期『(仮称)川崎市
卸売市場経営プラン』において、本市の卸
売市場のあり方についても整理するため、
『基本的な考え方』案に基づき、引き続
き、検討を進めてまいります。 
 

B 

2 昨今の気候変動により食料が不足した
ときに、川崎市内の集積拠点が複数あ
ることでリスクヘッジができるのでは
ないか。 

B 

3 今後、食料の安定供給はさらに大事に
なるのではないか。そのような中、民
間事業者が開設者になった場合、卸売
市場としての継続性がなくなることを
懸念している。ライフラインに関わる
大事なことなので、行政が関わって市
場の運営を継続することが肝要であ
る。卸売市場というシステムをアップ
デートし、災害や気候変動による食料
不足などにも対応していくべきであ
る。 

農林水産省の『卸売市場に関する基本方
針』において、開設者には、地域住民の生
鮮食料品等の安定供給に対するニーズに応
えつつ、高い公共性を果たすことが求めら
れております。また、卸売市場には持続的
な運営による生鮮食料品等の安定供給とい
う社会的使命があると認識しております。
さらに、今後も本市が開設者となる場合に
は、本市が実施・支援する学校給食、市内
農業、こども食堂等の行政施策について、
本市の担当部署と内部連携を図ることで、
連動した取組が実施しやすいと考えており
ます。これらを踏まえ、『基本的な考え
方』案に基づき、令和 7 年度に策定予定の
次期『(仮称)川崎市卸売市場経営プラン』
において、公設市場及び民設市場の特徴を
比較検討すること等により、開設者のあり
方についても整理するため、引き続き、検
討を進めてまいります。 

B 

4 公設市場であることにより場内の事業
者の利益だけでなく公共性の高い事業
ができるのではないか。 

B 

5 世界的な人口増加に伴い、生鮮食料品
の安定供給は今後より重要となるた
め、行政として今後もしっかり取り組
んでいただきたい。 
 

B 
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6 食の供給は、社会の中で一番重要であ
ると考える。スーパーやコンビニ等、
以前とは違い、食品を調達できる手段
は多種多様にあるが、災害などが起こ
り、物流が混乱した時には、行政の運
営する市場の存在は必須であると考え
る。東日本大震災の時、様々な場所で
起こった「モノ不足」の中でも、市場
には優先してモノが来ていた。平時は
民間事業者が賄えるとしても、異常事
態が起こった時こそ行政の運営する市
場の重要性が再認識されると考える。 

B 

7 南部市場は昭和 19 年の市場開設より
80 年にわたり地域に根差している。
その間、周辺環境や社会経済構造は変
わったが、時代時代の役目を果たして
きた。本資料に沿う形で川崎市のこれ
から先の 100 年を支える市場として、
今後ともこの地で役目を果たしていく
ことを希望する。 
（同趣旨他 1 件） 

南部市場は、生鮮食料品等の供給だけでな
く、食育や食文化の発信の充実をはじめと
して、さらなる市民貢献が可能なポテンシ
ャルを持つ施設と考えております。また、
近年の気候変動等により、生鮮食料品等の
確保が課題となる中、卸売市場が持つ安定
的な供給機能や役割は、食料安全保障の観
点からも今後、ますます重要になると認識
しております。「地域密着型食品流通の拠
点」としての役割を果たし、本市の発展に
貢献できるよう、南部市場を積極的に活用
することが重要であると考えております。
令和 7 年度に策定予定の次期『(仮称)川崎
市卸売市場経営プラン』において、本市の
卸売市場のあり方についても整理するた
め、『基本的な考え方』案に基づき、引き
続き、検討を進めてまいります。 

B 

8 食品ロスによる食材を、増加する貧困
家庭の支援にまわすなど、市場として
の新しい取組が必要ではないか。市場
は時代に合わせて変えながら、きちん
と存続させるべきである。 

B 

9 お腹も心も満たしてくれる南部市場に
感謝の気持ちでいっぱいで、これから
も長く続いて欲しい。応援している。 

B 

10 社会科見学で訪れる小学生達の楽しそ
うで賑やかな声をよく耳にする。子ど
も達が食品流通について学べる場所と
して、身近に市場があることは重要で
あり、公設市場だからこそ、このよう
な学びの場をスムーズに公立学校の授
業の一つに取り入れられるのではない
か。 

生鮮食料品等の供給に加え、食育や食文化
の発信の充実をはじめとして、さらなる市
民貢献に向けた取組を進めることが重要で
あると認識しており、本市が実施・支援す
る学校給食、市内農業、こども食堂等をは
じめ、行政施策と連動した取組を進めるこ
とは、地域に貢献し、親しみやすい卸売市
場の実現につながるものと考えておりま
す。こうしたことも踏まえ、令和 7 年度に

B 
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策定予定の次期『(仮称)川崎市卸売市場経
営プラン』において、公設市場及び民設市
場の特徴を比較検討すること等により、開
設者のあり方についても整理を進め、市民
に親しまれる市場の実現に向けた検討を進
めてまいります。 

 
(4) 食文化の発信や地域貢献に関すること（29 件） 

No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 
1 南部市場の 1 年に 1 回のお祭りである

「食鮮まつり」をはじめ、イベントの
回数をもっと増やしてほしい。 
（同趣旨他 3 件）  

南部市場では、毎月第 2 土曜日に「いちば
いち」を開催しているほか、毎年 11 月に
は年 1 回の恒例イベントとして「食鮮まつ
り」を開催しており、令和 5 年度は地域の
皆様を中心に約 18,000 人の方に御来場い
ただきました。また、市場が稼働していな
い時間帯を活用した新たなイベントとし
て、令和 5 年 12 月に「夕祭」を初めて開
催し、今後も定期的なイベントとして取り
組んでいくこととしています。このように
現状の環境下で様々な制約がある中でも、
一歩ずつ着実に、より良い南部市場を作り
上げていくために取組を積み重ねていく、
という姿勢を持ち、施設の有効活用や地域
の賑わいづくり等を進めることは重要であ
ると認識しております。指定管理者、場内
事業者等と連携・協力し、イベントをはじ
め新たな取組について、『基本的な考え
方』案に基づき、様々な事例も参考にしな
がら検討を進め、地域の皆様に気軽に御利
用いただくことができ、地域に愛される場
所となることを目指してまいります。 

B 

2 市場に頻繁に通っているが、「いちば
いち」や「食鮮まつり」のようなイベ
ント時は賑わっているものの、それ以
外は閑散としているように感じる。八
戸の「館鼻岸壁朝市」のように定常的
に毎週朝から屋台等が出店すれば、南
部市場の朝市として知名度が上がり、
近隣住民だけでなく、県外やインバウ
ンド需要も見込めるのではないか。
「モノ」より「コト」に対する消費が
高まっている中、様々なイベント企画
を充実させると活性化につながるので
はないか。これまでの「食鮮まつり」
でも屋台展開のノウハウはあるのでう
まく展開できると良いと思う。 

B 

3 広い敷地を利用し、地域住民から出店
店舗を募集し、手作り品の販売やバザ
ー等を定常的に行うことで子どもから
高齢者まで幅広く参加できる憩いの場
所となると良いのではないか。幸区小
倉神社で毎週第 1 日曜日に開催してい
る朝市が参考になると思う。今後、南
部市場がよりいっそう魅力的な市場と
なる為の一助となれば幸いである。 
 

B 
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4 南部市場はプロが専門的な取引をする

殺伐とした市場と違い、一般消費者に
も優しく声をかけてくださるフレンド
リーな市場であり、一般消費者慣れし
ている地域密着型の市場の良さだと感
じる。魚の捌き方や美味しい食べ方を
詳しく教えてくださり、自炊能力が格
段に高くなり食費が浮くようになった
だけでなく、魚を沢山食べるようにな
り健康になったと感じる。物価高騰の
昨今、こうした市場があって本当に助
かる。南部市場にはこうした市民の生
活力を上げる魅力があるので是非活か
していただきたい。飲食店の充実に加
え、魚の料理教室や知識講座、市場で
の買い方ツアーなどのイベントを通し
て、市民フレンドリーな市場を目指し
ていただけると嬉しい。魚をお得に美
味しく食べたいが、市場に行くのは怖
いという市民はたくさん隠れていると
感じており、こうしたイベントが南部
市場を利用する良いきっかけになると
考える。今後も南部市場は川崎市民の
生活の支えになる市場であることを心
から願っている。頑張ってほしい。 

南部市場が「地域密着型食品流通の拠点」
として市民等の食生活を支えるとともに、
親しまれる卸売市場としての運営を続けて
いく上では、店舗販売だけでなく、卸売市
場ならではの食事を楽しめるという点も重
要であると認識しております。また、食文
化の発信や地域貢献に関する取組に関する
今後の取組として、既に行っている料理教
室等のイベントに加え、『基本的な考え
方』案「第 4 章 2(1)エ 今後の発展性に関
する視点」に記載のとおり、市内農業者を
講師に招き、市内産農産物と南部市場の魚
介類等を活用した料理教室を開催すること
等の取組が考えられます。これらを踏ま
え、指定管理者、場内事業者と連携し、一
般消費者が気軽に御利用いただける場所と
なることや、地域に貢献し市民にとって必
要とされる場所の実現に向けた取組につい
て、引き続き、検討してまいります。 

B 

5 安心、安全、新鮮な食品を扱い、立地
的にも購入しやすい南部市場は、市民
の食生活を守り災害時の食料難にも大
きな役割を果たすと考える。地域に根
ざした南部市場の活性化、今後の発展
を期待している。 
（同趣旨他 1 件） 

南部市場の交通環境の良さや、周辺に様々
な施設が集積している中心市街地にあると
いう立地特性は強みであると認識しており
ますので、今後もその強みを活かし、「地
域密着型食品流通の拠点」としての機能の
底上げを図ることが重要であると考えてお
ります。「食鮮まつり」、「いちばいち」、小
学生向けの市場体験、場内事業者等を講師
とした料理教室等のイベント開催に加え、
今後も、地域や市民等に貢献できるよう、
卸売市場ならではの取組を通じて「食育」
や「食文化の発信」の取組について検討し

B 

6 立地特性を活かした運用について市民
目線で今後の要望について意見を申し
上げたい。南部市場は地域住民にとっ
て「生活力の上がる市場」だと考えて
おり、今後もそうあって欲しい。 

B 
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てまいります。また、南部市場は、災害時
も含めて市民等へ生鮮食料品等を安定的に
供給する拠点として重要であると認識して
おります。令和 7 年度に策定予定の次期
『(仮称)川崎市卸売市場経営プラン』にお
いて、施設の老朽化等の問題への対応を踏
まえた今後の施設のあり方に関して方向性
を示すため、『基本的な考え方』案に基づ
き、引き続き、検討を進めてまいります。 

7 いつも利用している。車ですぐ、鉄道
やバスでも利用できる好立地にあるた
め大変助かっている。他にも魚屋はあ
るが南部市場が一番好きである。市場
でありながら一般消費者にも販売を行
っており、土曜日の営業、イベントも
頻繁にあるため、活気があり楽しませ
てもらっている。店舗の方によく声を
かけていただいたり、お土産をくださ
ったりと人情味ある素晴らしい市場で
ある。 

南部市場が「地域密着型食品流通の拠点」
として市民等の食生活を支えるとともに、
親しまれる卸売市場として運営を続けてい
く上では、一般消費者にも気軽に御来場い
ただき、楽しんでお過ごしいただける場所
となることが重要であると認識しておりま
す。今後も御利用いただいている方の声を
いただきながら、各店舗の販売における創
意工夫や、イベント、PR の充実等につい
て、『基本的な考え方』案に基づき、引き
続き、卸売市場ならではの取組を検討して
まいります。 

B 

8 店舗の人の雰囲気や市場でしか味わえ
ない昔ながらの雰囲気を残して欲し
い。スーパーやコンビニのように無人
化が進むと、スーパーに行けば良いと
いうことになる。これからも魚を自由
に見ながら選べるようにしてほしい。 

B 

9 月に数回、朝、南部市場に行って水産
物を購入している。老朽化の問題はあ
るが、多種多様な海産物に出会える貴
重な場所であり、店舗の方の対応も優
しく丁寧で、とても素晴らしいと感じ
る。売上が増えているとのことで大変
素晴らしいと思う。関係者の方には厚
く御礼申し上げる。日頃の感謝を伝え
られると思いコメントさせていただい
た。引き続き、購入することで支えた
い。応援している。 

B 

10 立地も良く、各店舗のサービスも良 B 
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く、そしてイベントも多く、大変素晴
らしい市場だと思う。 

11 北部市場と同様に食を中心として市民
をはじめ人々が集まる空間やサービス
の提供を期待している。食イベントの
開催、カルチャー施設の併設や、新横
浜ラーメン博物館のような施設の設置
を望む。 

南部市場が「地域密着型食品流通の拠点」
として市民等の食生活を支えるとともに、
親しまれる卸売市場として運営を続けてい
く上では、一般消費者にも気軽に御利用い
ただける場所となることが重要であると認
識しております。令和 7 年度に策定予定の
次期『(仮称)川崎市卸売市場経営プラン』
において、施設の老朽化等の問題への対応
を踏まえた今後の施設のあり方に関する方
向性を示すため、敷地内において必要な機
能やその適切な規模等について、検討を進
めてまいります。 

C 

12 講座ができるスタジオやキッチン等を
設置し、もっと市民が利用しやすいよ
うにしてほしい。 

C 

13 地域の食の安定的な確保、非常時の食
や避難品の備蓄場所としても必要。幸
区民のコミュニティの場としても期待
できる。再整備に当たっては幸区のシ
ンボルとして区民がふれあい、永続的
に残るよう熟考して欲しい。 

南部市場は、災害時を含めた市民等への生
鮮食料品等に供給拠点として重要でありま
すが、施設の老朽化や災害時における機能
発揮に関する問題を抱えており、既存施設
への対応が必要であると認識しておりま
す。また、市民等の食生活を支えるととも
に、親しまれる卸売市場として運営を続け
ていく上では、地域の方々が気軽に御利用
いただける場所となることが重要であると
認識しております。令和 7 年度に策定予定
の次期『(仮称)川崎市卸売市場経営プラ
ン』において、南部市場が抱える問題への
対応を踏まえた今後の施設のあり方に関し
て方向性を示すため、『基本的な考え方』
案に基づき、引き続き、検討を進めてまい
ります。 

B 

14 エネルギー利用効率を高めるため、熱
の有効利用を図ることを提案する。具
体的には、市場内に温浴施設、フィッ
トネス施設等を設置し、施設内にショ
ップを設け、地元で取れた農産物等を
販売することにより、南部市場のビジ
ョンである「地域密着型食品流通の拠
点」として、「地域に根ざした南部市

南部市場が市民等の食生活を支え、親しま
れる卸売市場として運営を続けていく上
で、エネルギー利用効率を高める等、環境
に配慮した取組も重要であると認識してお
ります。今後、施設の建替えを行う場合に
は、『基本的な考え方』案「第 4 章 4(3)敷
地の有効活用の可能性に関する視点」に記
載のとおり、卸売市場との親和性を考慮

D 
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場の活性化を実現する」という視点を
踏まえた敷地活用が可能であると考え
る。 

し、場内事業者との新たな取引や、場内事
業者間の取引の活性化につなげるといった
可能性や、「賑わい創出」、「食育や食文化
の発信」、「地域課題等への取組」といった
観点を踏まえて、敷地内の用途に関する検
討を進めることを考えております。 

15 南部市場でしか買えないものを市で紹
介することや、ふるさと納税の返礼品
として取り扱うこと等を行っていただ
きたい。 

南部市場における取組や取扱商品に関する
認知度の向上を図ることは重要と考えてお
り、本市のウェブサイトや、指定管理者に
よる SNS、ブログ等を活用した PR を行っ
ております。日常的に利用している方だけ
でなく、普段利用していない方に対して
も、南部市場のことを知っていただき利用
の促進につなげられるような取組の実施に
ついて、指定管理者等と連携し、検討して
まいります。 

C 

16 こども食堂などの拠点として市場は有
効であると考える。 

南部市場が生鮮食料品等を取り扱う拠点で
あり、卸売市場ならではの強みを持つこと
を活かし、市民等にとって必要とされる卸
売市場の実現に向けた取組について、引き
続き、推進することが重要と考えておりま
す。指定管理者や複数の場内事業者がこど
も食堂への食材提供を行っておりますが、
こども食堂への食材供給の拡大や、南部市
場を活用したこども食堂の運営を行う等の
取組についても、引き続き、指定管理者や
場内事業者等と連携・協力しながら検討し
てまいります。 

B 

17 市民の誰もが食について困窮すること
がないよう、フードドライブやこども
食堂への食材提供等の中心的な場所に
なってほしい。 

B 

18 老朽化と機能的課題を抱える南部市場
について、防災道の駅や地域産業振興
センター、さらに近年のサウナブーム
を捉えたサウナに特化したスーパー銭
湯といった機能を導入することで、日
常の集客力と観光集客力を大幅に高め
る複合拠点へ再編し、ひいてはふるさ
と納税による税収流出に対抗する「川
崎ブランド」を打ち立てることが可能
ではないか。サウナに特化したスーパ

『基本的な考え方』案「第 4 章 2(4)南部
市場のあり方に関する考え方のまとめ」に
記載のとおり、今後も、本市として場内事
業者の事業拡大や経営基盤の強化等に対す
る支援を行うとともに、市内事業者等との
連携を図ることで、場内事業者の発展の好
循環を作り出し、南部市場全体の活性化に
加え、市内経済の発展に寄与することも重
要であると考えております。また、南部市
場が抱える施設の老朽化等の問題への対応

D 

17



ー銭湯を核にして、日常利用客を継続
的に集めることで、平日・週末問わず
施設全体の賑わいを維持するだけでな
く、天然温泉が湧出すれば大きな話題
性を獲得し、「サウナ日本一」を目指
すような攻めのブランディングも可能
と考える。 

に向けた今後の施設のあり方について、検
討を行う必要があると認識しております。
今後、施設の建替えを行う場合には、『基
本的な考え方』案「第 4 章 4(3)敷地の有
効活用の可能性に関する視点」に記載のと
おり、有効活用の用途を検討する上で、卸
売市場との親和性を考慮し、場内事業者と
の新たな取引や、場内事業者間の取引の活
性化につなげるといった可能性や、「賑わ
い創出」、「食育や食文化の発信」、「地域課
題等への取組」といった観点を踏まえて、
検討を進めることを考えております。 

19 防災道の駅としての備蓄倉庫や非常用
電源設備を整え、災害時の地域拠点と
しても機能を設けるのが良いのではな
いか。 

D 

20 地域産業振興センターを併設し、テス
トキッチンを設置することによる食品
加工支援や起業支援を行うことで、ふ
るさと納税の返礼品開発や地元企業の
成長の後押しにつながるのではない
か。 

D 

21 公民連携で「川崎商社」を設立して返
礼品等を一元管理し、全国への EC 販
売や企業版ふるさと納税誘致を積極的
に展開することも考えられる。このよ
うに、多様な機能を複合的に盛り込
み、一つの拠点で「食(市場)」、「癒し
(温浴・サウナ)」、「観光(飲食・イベン
ト)」、「防災(道の駅)」、「ビジネス(地
域商社・産業センター)を完結できる
形を目指すことで、従来の市場のイメ
ージを刷新し、川崎市全体のブランデ
ィング強化と、ふるさと納税寄附額の
増加、雇用創出、地域経済活性化、防
災力の向上に同時に寄与することが可
能ではないか。 

D 

22 市場関係者にとっては当たり前のこと
でも、市民にとって知りたい情報、市
場に行ってみたいということにつなが
る情報であったりすると思う。例え
ば、スーパーマーケットと違い、市場
には旬の魚が多く揃っており季節によ

南部市場を日常的に利用している方だけで
なく、普段利用していない方に対しても南
部市場のことを知っていただき利用の促進
につなげられるように認知度向上を図るこ
とは重要と考えております。今後も、本市
や、指定管理者による PR 活動について、

C 
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って脂ののり方が違うこと、また、ロ
シアとウクライナの戦争が始まった当
初、何か月もサーモンが入荷されなか
ったように食の供給は世界とつながっ
ていること、さらには、台風が関西に
ある時でも入荷が少なくなり自然の偉
大さを感じたことなど、このような情
報発信を市場関係者が行うと良いので
はないか。 

指定管理者、場内事業者との情報共有を図
るとともに、適切な PR 手法について検討
を進めてまいります。また、『基本的な考
え方』案「第 4 章 2(1)エ 今後の発展性に
関する視点」において、食文化の発信や地
域貢献に関して現状考えられる取組を記載
しておりますが、これらの取組と併せて、
指定管理者、場内事業者と連携・協力し、
南部市場のさらなる発展に向けた取組につ
いて、今後も検討を進めてまいります。 23 中学校、高校にも協力してもらい、部

活動の一環として地域の小・中・高校
生が取材し、情報発信するための「こ
どもクラブ」の運営を提案する。職業
体験、キャリア教育として市場の情報
を小学校や中学校、高校へ届けること
ができるのではないか。また、高校生
については、横須賀市にある神奈川県
立海洋科学高等学校は、毎年のように
川崎市や横浜市に在住する方も入学し
ていることから、南部市場の近くにも
魚に興味のある生徒がいると思うの
で、コラボ企画もできるのではない
か。川崎市で活動する NPO 法人を運
営する者として、子育てや社会教育の
プログラムを通したまちづくりコーデ
ィネートをしており、協働することも
可能なので検討いただきたい。 

C 

24 学校給食で南部市場発のものを使用す
ることや、学校と南部市場をつなぐ食
育の授業の取組等によって、産地と消
費者を結んでほしい。 

食育に関して、『基本的な考え方』案「第
4 章 2(1)エ 今後の発展性に関する視点」
に記載のとおり、給食の献立と連動した食
育支援を行うことや、市内農業者を講師に
招いた料理教室を開催すること等の取組が
考えられます。生鮮食料品等の供給に加
え、食育や食文化の発信のさらなる充実に
より、市民等への貢献につなげられるよ
う、今後も指定管理者、場内事業者等と連
携し、『基本的な考え方』案に基づき、引
き続き、検討を進めてまいります。 

B 

25 学校給食の分野を伸ばすなど、卸売市
場ならではの取組に期待している。南
部市場発の献立などがあれば、子ども
達も喜ぶのではないか。子育て世代に
安心な川崎市になって欲しい。 

B 
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(5) 都市計画・交通環境に関すること（2 件） 

No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 
1 民間事業者が事業へ参入しやすくする

ために、都市施設市場の規制を外すこ
と、また、建築物の高さ 20m の規制
を最低でも 30m に緩和していただき
たい。 

『基本的な考え方』案「第 4 章 4(4)事業
手法に関する視点」に記載のとおり、南部
市場の建替えを行うことになった場合に
は、卸売市場に求められる機能等を発揮す
るため、敷地の有効活用も踏まえ、民間事
業者の参入意欲を促し、そのノウハウを最
大限活用することが重要であると認識して
おります。都市施設市場や高度地区等の都
市計画等に関する整理につきましては、令
和 7 年度に行うサウンディング調査等によ
り、民間事業者の意見を聴取し、その結果
を踏まえた上で整理を行い、示してまいり
ます。 

D 

2 コンパクトではなく大きいコミュニテ
ィバスの停留所を設置してほしい。 

南部市場は最寄り駅である尻手駅から約
300m の位置にあることに加え、周囲のバ
ス停からは複数のターミナル駅とつながる
バス路線が発着する等、充実した交通環境
に立地しております。こうした交通環境の
良さや、中心市街地にあり周辺には商業施
設等が集積しているというポテンシャルを
活かして、地域の皆様に気軽に御利用いた
だくことができ、地域に愛される場所とな
ることを目指してまいります。 

D 

 
(6) その他（5 件） 

No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 
1 街中で卸売市場を通さず仕入れをして

いるチェーン店が目立つが、卸売市場
で仕入れをしている個人による飲食店
は概ね集客が好調であると感じる。そ
れは、均一化されたどこにでもあるメ
ニューではなく、「卸売市場で仕入れ
している」という実績が、そのまま店
の看抜になっているのだと考える。 

南部市場が、市民の食生活を支え、より発
展、活性化して地域に貢献していく上で、
品揃えの充実や、より多くの市内飲食店等
に御利用いただくことが重要であると考え
ております。そのため、部門内や部門間で
の情報共有の場を拡充し、一般消費者等の
要求に応えられる品揃えの実現を図るこ
と、また、関係機関と連携し、市内飲食店
等に対して仕入れ等の働きかけを行うとい

E 
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ったことが考えられます。さらに、南部市
場の認知度を向上させることも重要と考え
ておりますので、本市のウェブサイトや、
指定管理者による SNS、ブログ等を活用
した PR 活動について、指定管理者、場内
事業者との情報共有を図るとともに、適切
な PR 手法について検討を進めてまいりま
す。 

2 食堂の各店舗が川崎市の受動喫煙防止
対策に準拠し、店内は禁煙にしていた
だきたい。 

令和 2 年 4 月 1 日の健康増進法改正に基づ
く本市の受動喫煙防止対策においては、法
改正前から営業している飲食店は、店内の
全部または一部を喫煙及び飲食可能とでき
るため、現在、食堂の一部店舗において喫
煙が可能となっております。今後とも敷地
内の安全衛生に関して、指定管理者や場内
事業者と連携・協力し、御来場いただいた
方に安心して快適に過ごしていただけるよ
う取組を検討してまいります。 

E 

3 電子決済サービスの店舗数を増やす取
組を行政としてサポートしていただき
たい。 

市民等から親しまれる卸売市場として運営
を続けていくため、一般消費者が気軽に御
利用いただける場所となることが重要であ
ると認識しております。各店舗における購
入のお手続きに関しては、場内事業者に対
して、国や本市が実施する支援策の紹介、
経営支援を行う関係機関への仲介等を積極
的に行うこと等を通じて来場者の利便性の
向上につながるように取り組んでまいりま
す。 

E 

4 「いちばいち」で魚介を買う際の手続
きが面倒である。手書きの伝票は必要
か。検討いただきたい。 

E 

5 南部市場の卸売業者を通して青果や水
産物を販売している、川崎市に本社を
構える事業者が経営するスーパーマー
ケットについて、品物の陳列や広告等
において「川崎南部市場直送」と必ず
銘打つようにすることで、川崎市及び
南部市場のブランド力や認知度の向上
に貢献するよう当該事業者に働きかけ
ていただきたい。 

南部市場を日常的に利用している方だけで
なく、普段利用していない方に対しても南
部市場のことを知っていただき利用の促進
につなげられるよう認知度を向上させるこ
とは重要と考えております。今後も、本市
のウェブサイトや、指定管理者による
SNS、ブログ等を活用した PR 活動につい
て、指定管理者、場内事業者との情報共有
を図るとともに、適切な PR 手法について
検討を進めてまいります。 

E 
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第1章 南部市場を取り巻く環境

1

川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方【概要版】
(1) 南部市場は、施設の集約化や指定管理者制度の導入により、市場運営の効率化等を図ってきたが、老朽化等の課題があること、指定管理者の指定期間、本市『総合計画』や

『卸売市場経営プラン』等の計画期間が令和7(2025)年度末で終了することを踏まえ、今後の運営方針について検討
(2) 令和5(2023)年12月に附属機関(南部市場運営審議会)に諮問し、令和6(2024)年5月に答申があり、「南部市場は、本市の中心市街地に近い立地特性を活かし、市民の

食生活を支えるとともに、食文化等の発信を担い続けるといった公共性の観点等から、存続させる十分な必要性や今後の発展性が高い」との提言
(3) 附属機関の答申内容とともに、今後の北部市場の動向を見据え、南部市場の位置付け、開設者、本市としての関与等の今後の運営に関する基本的な考え方について整理

1 卸売市場の現状

第2章 南部市場の概況

(1) 全国の地方卸売市場数は継続して減少 (平成18(2006)年度:1,259⇒令和4(2022)
年度:901)し、民設市場が80%、公設市場は15％程度だが民設市場の減少が顕著

(2) 卸売市場経由率は平成22(2010)年から減少傾向であったが令和3(2021)年は水産
物は0.1%の微減で留まり、青果(国産青果含む)・花きは微増 (令和3(2021)年:青果
53.9%、水産物45.6%、花き74.8%、国産青果76.4%)

2 社会情勢の変化
(1) 加工品及び中食の市場規模が増加する等、加工・調製・パッケージの需要が増加
(2) 低温管理等の品質管理の向上及び衛生管理の徹底・充実へのニーズが増加
(3) 「物流2024年問題」に伴い、卸売市場の物流機能の強化が必要
(4) 卸売市場法改正により、食品流通全体の合理化・適正化への対応が必要

1 概要・沿革

名称 川崎市地方卸売市場南部市場
所在地 川崎市幸区南幸町3丁目126番地1
敷地面積 / 延床面積 32,224㎡ / 24,396㎡
取扱部門 青果部、水産物部、花き部(3部門)

場内事業者
(令和6(2024)年4月1日現在)

卸売業者 3社(青果部1社、水産物部1社、花き部1社)
仲卸業者 13社(青果部3社、水産物部9社、花き部1社)
関連事業者 19社

沿
革

昭和19(1944)年11月 県の認可を受け中央市場として開設
昭和32(1957)年3月 農林大臣の認可を受け中央卸売市場として業務開始
平成19(2007)年4月 中央卸売市場から地方卸売市場として業務開始
平成23(2011)年4月 南側用地への市場施設集約による面積変更
平成26(2014)年4月 利用料金制による指定管理者制度を導入
令和3(2021)年4月 指定期間2期目(令和8(2026)年3月まで)

2 立地環境
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(％) 卸売市場経由率の推移

・国道1号・県道尻手黒川道
路が至近を通る

・首都高速道路IC:約4km
・JR南武線尻手駅:約0.3km

川崎駅:約1.3km
・羽田空港:約10km
・川崎港:約12km
・住宅地、商業・行政機能等
が集積する本市中心市街地
に立地

・周辺人口(半径5km圏内)
は令和22(2040)年の約
153万人がピークであり長期
的発展が期待
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【花き部】卸売業者の取扱数量・金額
数量 金額

(百万本束個) (億円)

(2) 仲卸業者

2

3 業務状況

ア 卸売業者3部門の合計取扱金額は、平成3(1991)年の約246億円をピークに減少し続
けていたが、近年、右肩上がりで増加し、令和5(2023)年は約184億円

イ 『経営プラン』において定められた取扱数量の目標値(10,258t)を平成29(2017)年以
降は上回り続け、令和5(2023)年では目標値の約3倍という達成状況

(1) 卸売業者
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南部市場における卸売業者(3部門)の合計取扱金額の推移(億円)
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【青果部】卸売業者の取扱数量・金額
数量 金額
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【水産物部】卸売業者の取扱数量・金額
数量 金額

(千t) (億円)
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仲卸業者(3部門)の合計販売金額の推移(億円)

ア 仲卸業者3部門の合計販売金額は、令和元(2019)年以降、令和4(2022)年に減少
しているが増加傾向であり、令和5(2023)年は約70億円

イ 青果・水産物部では、仲卸業者が、卸売業者以外から仕入れを行う「直荷引き」が多い
(青果部は約30億円で推移、水産物部は令和5(2023)年で約20億円）

(1) 全国的には中央・地方卸売市場ともに、取扱数量は減少傾向、また、取扱金額は減少・横ばい傾向であるが、南部市場では、取扱金額、取扱数量ともに近年は増加傾向
(2) 関東地方における公設の中央卸売市場、地方卸売市場の取扱金額の増加率(平成26(2014)年基準)について、青果、水産物、花きの3部門ともに南部市場が最も高い

4 全国及び周辺の卸売市場との比較

(1) 各卸売市場の特性を踏まえ、北部市場は「首都圏における広域的食品流通の拠点」、南部市
場は「地域密着型食品流通の拠点」というビジョンを設定

(2) 北部市場は、施設の老朽化や社会情勢の変化に対応した機能強化を図るため、令和6(2024)
年3月に機能更新の基本的な考え方を整理した『基本計画』を策定

(3) 南部市場は、施設の老朽化等の問題を抱えている中、指定管理者の指定期間や庁内計画の
計画期間が令和7(2025)年度末で終了すること等を踏まえ、南部市場の今後の運営方針につい
て、有識者の専門的かつ幅広い見地から御意見をいただくため、令和5(2023)年12月に附属機
関へ諮問を行い、令和6(2024)年5月に答申

5 『川崎市卸売市場経営プラン改訂版』における各卸売市場の位置付け及び検討状況

南部市場北部市場
地域密着型

食品流通の拠点
本市の中心市街地に近い立地特性を
活かし、市民の食生活を支えるとともに、
食文化等の発信を担う

首都圏における広域的
食品流通の拠点

広い敷地と、充実した交通網を有すると
いう首都圏における立地優位性を活かし、
食品流通ネットワークの一翼を担う

川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方【概要版】

＜卸売業者・仲卸業者全体(市場内の取引を除く)における令和4(2022)年度の販売先割合:【青果】市内16.1%、市外83.9％【水産物】市内20.3％、市外79.7％＞



第3章 南部市場の今後の方向性の検討に向けた整理

ア 市場運営のさらなる効率化を図るとともに、地域に密着
し、賑わいのある卸売市場を目指すため、平成26(2014)
年4月に利用料金制による指定管理者制度を導入

イ 現在、令和3(2021)年4月に開始された第2期の指定期
間であり、指定管理者は第1期と同様、場内事業者からの
出資により設立された川崎市場管理㈱

3

1 指定管理者制度導入に関する整理

2 南部市場が抱える問題

(1) 指定管理者制度導入に関する概要 (2) 指定管理者制度導入の効果

(1) 施設の
老朽化等

ア 多くの施設は昭和
40〜50年代(1965
〜1985年頃)に整
備され、全体的に施
設の老朽化が進行

イ 当面の機能維持や
耐震補強に見込まれ
る費用は、年間平均
9,400万円程度で、
抜本的な対応には、
さらに多額の費用が
必要

(2) 繰入金等による
恒常的な財源充当

ア 指定管理者制度の導入
により、人件費及び施設維
持管理費(250万円以下の
修繕費等)が削減され、年
間約3,500万円、市場会
計が改善

イ 過去の施設整備に伴う公
債費負担、250万円超の
修繕費等は、本市の負担
継続が必要だが、現状では
本市に収入がなく、自立的
な運営が困難

(3) 卸売業者及び
仲卸業者の取引構造

ア 青果部、水産物部の卸
売業者が取り扱う品物の
多くは、特定のスーパー
マーケット(売買参加者)向
けに販売され、仲卸業者へ
の販売が少なく、青果部
の仲卸業者等は、主に「直
荷引き」により調達

イ 「直荷引き」も含め、品
揃えや価格面で消費者等
が求める品物を集荷・販売
できることが重要

(4) 施設の不足
や動線の交錯

ア 荷捌き、駐車・待機ス
ペース等が不足し、早朝の
繁忙時間帯に構内通路が
塞がる等の弊害が発生

イ 敷地内の施設はほぼ全て
利用され、事業拡大を計画
する場内事業者の要望に
応えられていない状況

ウ 段階的な整備に伴い、機
能的な施設配置になってお
らず、歩行者・車両の動線
の交錯により安全性の懸念

(5) 消費者等のニーズ
に応じた機能発揮

ア 消費者等から求め
られている加工・調
製・パッケージ等への
対応に関する機能が
不十分

イ コールドチェーンに代
表される品質管理の
向上及び食の安全・
安心の確保への取組
が求められる中、低
温管理等への対応に
関する機能が不十分

(6) 災害時の支援物資
拠点としての機能発揮

ア 大型車向けの動線や、
フォークリフト等の資機材を
確保しやすい一方、非常
用電源等の設備がない状
況

イ 支援物資の保管・荷捌
き業務と早期復興に必要
な食品流通業務を併存
させることや、電気等のイ
ンフラが途絶えた際に支
援物資の保管・荷捌き業
務を実施することが困難

水産仲卸売場棟 青果卸売場棟天井(左)と改修工事(右) 買出人・来客者用駐車スペースでの荷捌き 歩行者、自家用車・大型車両動線の交錯

評価
青果部の卸売業者の撤退、新型コロナウイルス
感染症等による多大な影響があったが、場内事
業者との連携を図り、安定的な管理運営を実施

導入効果
市場活性化事業を多数実施し、SNSによる情報発信のほか、
料理教室、「食鮮まつり」・「いちばいち」・「夕祭」の開催等、
創意工夫による取組が継続して行われ、運営経費も削減

川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方【概要版】

・現在の指定期間終了後における南部市場の今後の方向性を検討するに当たって、指定管理者制度の導入効果を検証するために整理

・南部市場の今後の方向性を検討するに当たって、南部市場が抱える問題を踏まえる必要があるため整理



第4章 南部市場の今後の方向性

4

1 附属機関からの答申の概要

(1) 本市における卸売市場の体制

ア 市民等への生鮮食料品等の供給に関する状況
①全国的な傾向と異なり南部市場では取扱金額、取扱数量が増加傾向
②仲卸業者は「直荷引き」等により調達し、独自に事業が成立
③事業継続性を保つため、販売先確保の重要性は増しており、卸売業者

がスーパーマーケット等と既につながりを持つことは強み
④小売店や飲食店等を通して市民等に供給しているほか、学校給食にも供

給(【青果】南部学校給食センター(中学校向け)及び川崎・幸区の小学
校、【青果以外】市内3か所の学校給食センター(中学校向け)及び各小
学校)

イ 食文化の発信や地域貢献に関する状況
①「いちばいち」、「食鮮まつり」、「夕祭」等のイ

ベントに加え「夏休み市場体験」、「魚のさ
ばき方教室」、「いちばの料理教室」等、卸
売市場ならではの食育や食文化の発信を
実施

②指定管理者等によるこども食堂への食材
提供や周辺町内会が開催する地域イベン
トへの協力等により地域に貢献

ウ 災害対応に関する状況
①本市と卸売業者で、災害時の生鮮食料品等の

供給、輸送及び荷役作業に関する協定を締結
②災害時に避難所へ支援物資を供給する拠点等

としての機能（「地域内輸送拠点」及び「物資
保管拠点」の候補施設）

③本市備蓄倉庫に保管された水を南部市場に集め、
卸売業者が手配・提供した資機材で大型車に
積載して能登半島地震の被災地へ発送し貢献

エ 今後の発展性に関する視点
①令和5(2023)年度から開催している「夕祭」は、場内事業者等による前向きな検討から実施につながった取組であり、このように、現状の様々な制約がある環境下でも、より良い南部

市場の実現に向けて本市、指定管理者、場内事業者が連携・協力し、検討を進め、南部市場のさらなる発展に向けて今後も取り組むことが重要
②市民等への生鮮食料品等の供給促進に向け、例として、消費者等の要求に応じた品揃えの実現、関係機関と連携した市内飲食店等に対しての働きかけの実施を想定
③食文化の発信や地域貢献に向け、例として、給食メニューと連動した食育支援を行うことや、市内農業のPRを兼ねて市内産農産物と南部市場の魚介類等を活用した料理教室を開

催すること、また、こども食堂に関する取組の拡充等を想定

①南部市場は、ア〜ウのとおり、現状で重要な役割を果たしており、エの今後の発展性も踏まえ、さらなる市民貢献が可能な施設として期待できる上、食料
安全保障の観点からも、北部市場は「首都圏における広域的な拠点」、南部市場は「地域密着型の拠点」として、引き続き、生鮮食料品等の流通の役割
を果たし、本市の発展に貢献できるよう、積極的に活用することが重要と考えられる。これらを踏まえ、北部・南部の2市場体制を継続する必要性が高い。

②南部市場は、立地特性等を活かし、市民の食生活を支え、より市民に親しまれる卸売市場として運営できるよう本市の財政負担の軽減とともに機能強化・
発展の取組を今後も検討する。

川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方【概要版】

南部市場の必要性 存続に当たっての検討事項 その他の付加事項

中心市街地に近い立地特性を活かし、市民へ安全・安心な食品を安定的に
供給する機能を果たし続けるとともに、食文化等の発信を担い続けるといっ
た公共性の観点等から、存続させる十分な必要性や今後の発展性が高い

老朽化に関する課題等に対応し、長期的に運営するのであれば、民間
活力を最大限活用することを検討した上で、全面建替えを行うことが
望ましいが、具体的な事業手法等について、さらなる検討が必要

近年は取扱金額だけでなく、取扱数量についても増加傾
向となっていることや、中心市街地に近い恵まれた環境に
立地していることから、今後のさらなる発展が期待される

2 南部市場のあり方に関する考え方
・答申内容や、北部市場と南部市場の位置付けを踏まえた上で、南部市場のあり方に関する考え方を整理

「本市における卸売市場の体制」のまとめ



(2) 開設者の考え方
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・開設者は、卸売市場法に基づく『卸売市場に関する基本方針』において、地域住民の生鮮食料品等の安定供給に対するニーズに応え、高い公共性を果たすことが必要と記載
・その他、「関係者の意見を偏りなく十分に聴いた上での取引ルール設定」、「適正に運営するための指導監督に必要な人員確保」、「災害等において社会インフラとして迅速に生鮮食料
品等を供給」、「多種多様な野菜及び果物、魚介類、肉類等の食材供給や、消費者との交流等を通じ、食文化の維持及び発展」といったことに努めることが必要と記載

ア 開設者区分ごとの全国的な状況
①地方卸売市場の約80%は、開設者

が民間事業者である民設市場であ
るが、平成18(2006)年度以降に
廃止となった358市場のうち、民設
市場が343市場を占め、公設市場
の減少は10市場のみであり、民設
市場の割合は年々減少

イ 民設市場への転換や廃止事例
①施設の老朽化は全国的な卸売市場の課題であり、また、取扱数量や取扱金額が減少する卸売市

場では、地方公共団体が整備費・維持管理費等を負担することは困難な状況
②地方公共団体の負担軽減と民間事業者による活性化を期待し、公設市場から民設市場へ転換

(民営化)する事例もあるが、その多くは産地に近い単一部門の卸売市場で、経営状況の悪化等
を理由に民設市場への転換後、廃止される事例もあり

③民設市場への転換時や、その後継続的に、地方公共団体が、無償や減額により土地・施設等の譲
渡・貸付けを行う事例や、施設整備の一部負担等を行う事例が多数あり

ウ 民設市場における開設者
①民設市場では、卸売業者、

場内事業者の出資により設
立された事業者、民設市場
転換前の指定管理者等が
開設者として運営

①南部市場は、人口集積地に立地する3部門を持つ卸売市場であること、取扱数量、取扱金額が増加していること、特に青果部において仲卸業者は、卸
売業者とは別の販売先を維持し、独自に事業が成立していること等、他の卸売市場と状況が異なり、こうした点を活かした取組を行える可能性がある。

②開設者に求められる生鮮食料品等の安定供給に対するニーズに応えつつ、高い公共性を果たす必要があるが、本市の行政施策と連動した取組により効
果を高められる可能性がある。さらに、卸売市場の継続性や、場内事業者の安定的な運営の継続という観点も重要である。

③本市が引き続き、開設者として生鮮食料品等の安定供給の機能を担うことが重要と考えられるが、民間活力の導入等による財政負担の軽減や効率化
に関する検討を随時行うとともに、南部市場を取り巻く状況に多大な変化があった場合等に合わせて、開設者業務等のあり方を検証する必要がある。

公設市場(開設者が地方公共団体) 民設市場(開設者が民間事業者)

行政
の視点

・財政負担が伴う
・施設の維持管理等の対応が必要
・本市が実施・支援等をする行政施策と連動した取組が実施しやすい

・一般的には財政負担がない
・施設の維持管理等の対応が不要
・本市が実施・支援等をする行政施策と連動した取組は限定的
・卸売市場としての継続性に懸念

開設者
の視点

・市民等への安全・安心な生鮮食料品の供給等を目的に運営する
・法令、農林水産省の基本方針のほか、条例や行政計画に基づき運営
・その他、上記行政の視点と同様

・場内事業者の取引先の要望に応じた生鮮食料品の供給等を目的に運営する
・法令、農林水産省の基本方針等に基づき運営
・規制が少なく柔軟でスピード感のある取組実施の可能性が広がる
・施設再整備や維持管理は開設者の判断で実施

場内事業者
の視点

・条例等に基づく安定的運営が保証
・公設市場の事業者ということにより取引先からの信用が得やすい

・開設者の経営状況・判断等に左右され、安定的運営が困難になる可能性
・公設市場ではなくなるため、信用力低下の懸念

川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方【概要版】

「開設者の考え方」のまとめ



【南部市場のあり方に関する考え方(まとめ)】
①南部市場の今後の運営に当たっては、本市や指定管理者、場内事業者、さらには、市内事業者等との新たな協力・連携関係の構築等により南部市場

の活性化を図ること、また、本市の財政負担の軽減やさらなる民間活力の導入等による効率化を図ること、という視点の両立を目指して取組を進める。
②南部市場の活性化のため、南部市場に関わる主体を増やし、相乗効果を生み、地域課題の解決や賑わいの創出につなげるとともに、生鮮食料品等を取

り扱う拠点であり、卸売市場ならではの強みを持つことを活かし、生産者と消費者を結ぶコーディネート機能を担い、食の発展に貢献していくことを目指す。

(3) 公共関与の考え方

6

ア 指定管理者制度に対する今後の対応について
①指定管理者制度を導入した効果が十分に表れており、継

続に向けて検討
②現指定期間が令和7(2025)年度で終了するため、指定

管理者制度の導入継続等について同年度中に整理し、令
和8(2026)年度以降の運営体制に関する手続きを実施

イ 公共関与の基本的な考え方について
①南部市場の強みを活かし、地域に貢献し、親しみやすい市場の実現に向けて検討する中、場内事業者だけでは取

組の推進が難しく、円滑に進めるためには本市の関与が重要であり、本市の行政施策等との連携に向け検討開始
②本市の中小企業の活性化に関する条例を踏まえ、今後も卸売市場を存続する上で、本市として、場内事業者の事

業拡大や経営基盤の強化等に対する支援とともに、市内事業者等との連携を図り、場内事業者の発展の好循環
を作り出し、南部市場全体の活性化に加え、市内経済の発展に寄与することも重要

①本市、指定管理者、場内事業者等が連携することで、南部市場の発展に向けた取組の実現効果が高まると考えられ、現時点では一定の公共関与が
必要と考えられる。各関係者が果たすべき目的や強み等を踏まえた適切な役割分担に努め、南部市場のより一層の効率化や活性化に向けて取り組む。

②今後、南部市場を取り巻く状況に多大な変化があった場合といった、事業環境の変化に応じて、適宜、公共関与の程度について、見直しも含めた検討を
行うとともに、運営体制については、さらなる民間活力の導入も視野に入れ、指定管理者の募集時期等に合わせて、検討が必要である。

川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方【概要版】

・南部市場が抱える問題への対応について、南部市場のあり方に関する考え方を踏まえて整理
3 南部市場が抱える問題への対応

(1) 施設の
老朽化等

老朽化等に伴う不具合
や危険性のリスクは今後
も高まると考えられ、修
繕・改修では、多額の
費用を要するとともに効
果が限定的になる懸念
があり、抜本的な対策を
進めることが必要

(2) 繰入金等による
恒常的な財源充当

現状では本市の収入
がなく、自立的な運営
が困難なため、指定
期間の終了時や、大
規模整備の実施等を
契機として、今後の収
入確保等につながる
見直しが必要

(3) 卸売業者及び
仲卸業者の取引構造

仲卸業者が「直荷引き」により
調達するよりも、卸売業者から
安価で安定的に購入できれば、
場内事業者の事業環境の改
善につながるため、取引構造に
関する状況把握を継続的に進
め、場内事業者との継続的な
意見交換や調整等が必要

(4)施設の不足
や動線交錯

施設の不足により場内事業者
の事業拡大の要望に応えられて
いない上、動線交錯により、安
全性に懸念があるが、低層の施
設が分散している状況では取り
得る対応は限られるため、敷地
全体の施設配置の見直しに向
けた取組が必要

(5)消費者等のニーズ
に応じた機能発揮

消費者等のニーズに合わ
せた加工・調製・パッケー
ジ等への対応、品質管
理の向上及び食の安
全・安心の確保に向けた
対応のため、大規模改
修等の対策を進めること
が必要

(6)災害時の支援物資
拠点としての機能発揮

安全に活動できる施設環
境・設備、荷捌き等のス
ペース・動線確保等のため、
大規模改修や新規施設の
整備に合わせた支援物資
拠点機能の確保と、卸売
市場としての機能の併存に
向けた検討等が必要

「公共関与の考え方」のまとめ
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川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方【概要版】
4 今後の施設のあり方に関する検討

ア 取扱金額の増加に伴い指定管理者収入は増加し、運営・施設維持管理費は収入の範囲内で賄え
ており、指定管理者は安定的に経営している一方、恒常的に老朽化等に伴う本市の費用負担が発生

イ 建替えにより南部市場が抱える問題を解決し、改修・修繕等の費用削減と収入増加を両立させると
いった、自立的な運営が可能な構造への転換に向けた検証が必要

ウ 自立的な運営の実現に向け、現状の構造から早期に転換することが望ましいと考えられるため、建替
えを行う場合に整理すべき事項や視点について検討

エ 南部市場の継続的・長期的な運営の観点から、市場会計の財政収支の改善を前提として検討を進
めるものとし、既に先行している北部市場の機能更新と南部市場の整備を並行して行っても問題がな
いよう進めることが必要

0
1
2
3
4

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

(億円) 南部市場に係る本市の費用と指定管理者の収入の推移

本市費用合計 指定管理者収入合計

(1) 既存施設の現状を踏まえた今後の方向性に関する視点

・南部市場が抱える問題への対応や南部市場の公共関与を踏まえ、適切な施設のあり方について整理を行う必要があるため、現状施設への今後の対応や新たな施設整備の可能性、
さらには、卸売市場として必要な施設規模や機能等について検討

(2) 卸売市場として必要な施設規模・機能に関する視点
ア 卸売市場の役割である市民等への生鮮食料品等の供給、食文化の発信や地域貢献、災害対応等の視点や、近年の取扱数量の大幅な増加、現状の規模では場内事業者
の事業拡大が難しい状況等に留意し、今後、市内への供給量を増加させる取組の状況も踏まえて適切な規模について検討

イ 卸売市場の役割等を踏まえ、生産者や消費者等のニーズや期待に応えられる環境整備が必要なため、場内事業者等との協議により、今後、具体的に必要な機能について検討

(3) 敷地の有効活用の可能性に関する視点
ア 現状施設の状況や今後の市場施設規模の算定によっては、卸売市場との相乗効果(取扱数量の
増加、食品加工・配送・保管機能の強化等)を生み出す機能の導入や、市場機能と連動して食品
流通に求められる機能等に関する敷地の有効活用を行える可能性

イ 敷地の有効活用を行える場合、貸付けによる借地料等の収入確保により、市場会計の健全化・
持続化に寄与できる可能性

ウ 南部市場のビジョンである「地域密着型食品流通の拠点」としての機能の底上げを図り、地域に根
ざした南部市場の活性化を実現するという視点を踏まえた検討が必要

敷地の有効
活用に関する
用途の考え方

卸売市場との親和性(場内事業者との連携、都市施設市場との整合性)
賑わいの創出
食育や食文化の発信、地域課題等への取組
周辺環境への配慮(交通量・騒音等)
地域住民の生活利便性への効果

ア 南部市場の建替えを行う場合には、本市の財政負担の縮減や市場会計の収支改善という視点を考慮し、既に先行している北部市場の機能更新と南部市場の整備を並行し
て行っても問題がない事業手法について検討することが必要

イ 民間事業者の事業参入を促し、敷地の有効活用も踏まえ、民間事業者のノウハウを最大限活用するという視点とともに、都市施設市場として都市計画決定を受けていることや、
用途地域や高度地区に関して、今後の卸売市場に求められる機能等を発揮するため、敷地全体での活性化を図るという観点も併せて考慮することが必要

ウ 具体的な事業手法については、令和7(2025)年度にサウンディング調査を行い、民間事業者の意見を聴取した上で、庁内手続きを踏まえて整理

(4) 事業手法に関する視点
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令和6(2024)年度 令和7(2025)年度 令和8(2026)年度以降

11月 12月 1月 2月 3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月 1〜3月

南
部
市
場
の
今
後
の

方
向
性
に
関
す
る
取
組

庁
内
調
整

場
内

事
業
者

指
定
管
理
者
制
度

に
関
す
る
取
組

指
定

期
間

庁
内

調
整

基本的な考え方の作成に向けた調整等
【パブリックコメント等】

定期的な意見交換・情報共有、本市施策との連携や新たな取組の検討・実施

(次期)経営プランに基づく
事業推進

第2期
【令和7(2025)年度末まで】

指定管理者制度の導入効果の検証・
令和8(2026)年度以降の指定管理者に関する検討

第3期または第2期延長
(予定)

(

次
期)

経
営

プ
ラ
ン
策
定

基
本
的
な

考
え
方

(

案)

作
成

(次期)経営プランの策定に向けた取組
【サウンディング調査による民間事業者の意見聴取】

【今後の施設のあり方に関する検討】
【活性化や行政施策に関する取組の検討・実施】

等民間活力の導入に関するサウンディング調査の実施に向けた検討
【市場施設の規模・機能等の基本的事項の整理】

基
本
的
な

考
え
方

作
成

６ 事業スケジュール

(1) 『基本的な考え方』の作成後、サウンディング調査や民間事業者への意見聴取を行うために必要となる、市場施設の規模・機能等の基本的事項について整理
(2) 令和7(2025)年度に策定を予定している次期『(仮称)川崎市卸売市場経営プラン』において、施設の老朽化等の問題への対応を踏まえた今後の施設のあり方に関して方向

性を示すため、サウンディング調査や民間事業者への意見聴取を踏まえ、必要な検討を実施
(3) 南部市場の活性化や発展、行政施策との連携について、本市や指定管理者、場内事業者、市内事業者等との新たな協力・連携関係の構築や取組に関する検討・実施

川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方【概要版】

検証・検討結果を踏まえた手続き

検証・検討結果を踏まえて決定

５ 今後の事業の進め方

・南部市場の今後の方向性に関する取組及び指定管理者制度に関する取組について、並行して検討


